
専第２号 

 

専決処分の報告及び承認について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、平成２

５年３月３１日付けで小金井市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定により報告し、その承認を求める。 

なお、この案件は、地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）等の

公布、施行に伴い、小金井市市税条例（平成２０年条例第２６号）の一部を改正する

必要が生じたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため小金井市議会

を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分したものである。 

 

 

平成２５年４月１８日提出 

 

小金井市長 稲 葉 孝 彦 

 

 

 

 

 

 



（写） 

専 決 処 分 書 

 

小金井市市税条例の一部を改正する必要が生じたが、議会の議決すべき事件につい

て特に緊急を要するため、小金井市議会を招集する時間的余裕がないことが明らかで

あると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づ

き、次のとおり専決処分する。 

 

 

小金井市市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

 

平成２５年３月３１日 

 

小金井市長 稲 葉 孝 彦 

 



小金井市市税条例の一部を改正する条例 

 

小金井市市税条例（平成２０年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 

第６７条第５項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法

（平成１１年法律第１９８号）附則第９条第１項又は第１１条第１項の規定により行

う旧独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法律第１３０号）第１１条第１項第７号

イの事業又は旧農用地整備公団法（昭和４９年法律第４３号）第１９条第１項第１号

イの事業を含む。）」を削る。 

第１２０条第４項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所

法附則第９条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第１１条第１項第

７号イの事業を含む。）」を削る。 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の小金井市市税条例（以下「新条例」という。）の規定

は、平成２５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２４年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成２５年４月１日前に地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）

第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条

の９第１項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震改修に要した費

用の額が３０万円以上５０万円以下のものに限る。）に係る契約が締結され、同日以

後に当該耐震改修が完了する場合における新条例付則第１９条第７項の規定の適用

については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約を

した日を証する書類並びに」とする。 

 

 

 

 



専第２号資料１ 

 

小金井市市税条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 趣旨 

地方税法の一部を改正する法律等の公布、施行に伴い、本条例の一部について所

要の改正を行うものである（以下「法」とは地方税法を、「条例」とはこの改正を含

む小金井市市税条例をいう。）。 

 

２ 改正内容 

独立行政法人森林総合研究所が旧独立行政法人緑資源機構から引き継いだ特定中

山間保全整備事業及び農用地総合整備事業に伴う仮換地等に係る固定資産税及び特

別土地保有税の納税義務者の特例措置を廃止する（法第３４３条、条例第６７条、

条例第１２０条）。 

 

３ 施行期日 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する（付則第１条）。 

 

４ 経過措置 

⑴ この条例による改正後の小金井市市税条例（以下「新条例」という。）の規定は、

平成２５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２４年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による（付則第２条）。 

⑵ 平成２５年４月１日前に地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３

号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第

１５条の９第１項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震改修に

要した費用の額が３０万円以上５０万円以下のものに限る。）に係る契約が締結さ

れ、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例付則第１９条第７項

の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改

修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする（付則第２条）。 

 



1 
 

専第２号資料２ 

         小金井市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正条例 現行条例 備考 

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等）  

第６７条 省略 第６７条 省略  

２    ２     

～

   省略 

～

   省略  

４    ４     

５ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画

整理事業（農住組合法（昭和５５年法律第８６号）第８条第１項

の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第

７条第１項第１号の事業及び密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第４６条第１項

の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律第４５条第１項第１

号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促

進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６７号）による住宅街

区整備事業を含む。以下この項において同じ。）又は土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業の施行に係る

土地については 、法令もしくは規約等の定めるところによって

仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、もしくは収益すること

ができる土地（以下この項において「仮換地等」と総称する。）

の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事

業の施行者が同法第１００条の２（農住組合法第８条第１項及び

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第４６

条第１項において適用する場合並びに大都市地域における住宅

及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第８３条において

準用する場合を含む。）の規定によって管理する土地で当該施行

者以外の者が仮に使用するもの（以下この項において「仮使用地」

という。）がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地に

ついて使用し、又は収益することができることとなった日から換

地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日まで

５ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画

整理事業（農住組合法（昭和５５年法律第８６号）第８条第１項

の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第

７条第１項第１号の事業及び密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第４６条第１項

の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律第４５条第１項第１

号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促

進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６７号）による住宅街

区整備事業を含む。以下この項において同じ。）又は土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業（独立行政法

人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法（平成１１年

法律第１９８号）附則第９条第１項又は第１１条第１項の規定に

より行う旧独立行政法人緑資源機構法（平成１４年法律第１３０

号）第１１条第１項第７号イの事業又は旧農用地整備公団法（昭

和４９年法律第４３号）第１９条第１項第１号イの事業を含む。）

の施行に係る土地については、法令もしくは規約等の定めるとこ

ろによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、もしくは収

益することができる土地（以下この項において「仮換地等」と総

称する。）の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区

画整理事業の施行者が同法第１００条の２（農住組合法第８条第

１項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律第４６条第１項において適用する場合並びに大都市地域にお

ける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第８３条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人森林総合研

究所が行う一定の事業の施

行に伴い指定された仮換地

等に係る固定資産税の納税

義務者特例措置の廃止 
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の間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地

について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は

登録されている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法

による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をも

って、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第１項の所有者

とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告

があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換

地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は，当該

換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係

る同項の所有者とみなす。 

において準用する場合を含む。）の規定によって管理する土地で

当該施行者以外の者が仮に使用するもの（以下この項において

「仮使用地」という。）がある場合においては、当該仮換地等又

は仮使用地について使用し、又は収益することができることとな

った日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告

がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応す

る従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者と

して登記又は登録されている者をもって、仮使用地にあっては土

地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地

の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第

１項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画

の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登

記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日ま

での間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又

は保留地に係る同項の所有者とみなす。 

６    ６     

     省略      省略  

７    ７     

（特別土地保有税の納税義務者等） （特別土地保有税の納税義務者等）  

第１２０条 省略 第１２０条 省略  

２    ２     

     省略      省略  

３    ３     

４ 土地区画整理法による土地区画整理事業（農住組合法第８条第

１項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合

法第７条第１項第１号の事業及び密集市街地における防災街区

の整備の促進に関する法律第４６条第１項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業並びに大都

市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置

法による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。）又は土

地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の

定めるところによって仮換地又は一時利用地（以下この項におい

て「仮換地等」という。）の指定があった場合において、当該仮

４ 土地区画整理法による土地区画整理事業（農住組合法第８条第

１項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合

法第７条第１項第１号の事業及び密集市街地における防災街区

の整備の促進に関する法律第４６条第１項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業並びに大都

市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置

法による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。）又は土

地改良法による土地改良事業（独立行政法人森林総合研究所が独

立行政法人森林総合研究所法附則第９条第１項の規定により行

う旧独立行政法人緑資源機構法第１１条第１項第７号イの事業

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人森林総合研

究所が行う一定の事業の施

行に伴い指定された仮換地
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換地等である土地について使用し、又は収益することができるこ

ととなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応す

る従前の土地（以下この項において「従前の土地」という。）の

取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有

とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第１項の土地の

所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。 

を含む。）の施行に係る土地について法令の定めるところによっ

て仮換地又は一時利用地（以下この項において「仮換地等」とい

う。）の指定があった場合において、当該仮換地等である土地に

ついて使用し、又は収益することができることとなった日以後に

おいては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地（以下

この項において「従前の土地」という。）の取得又は所有をもっ

て当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の

土地の取得者又は所有者を第１項の土地の所有者又は取得者と

みなして、特別土地保有税を課する。 

等に係る特別土地保有税の

納税義務者特例措置の廃止 

５    ５     

     省略      省略  

６    ６     

   

付 則   

（施行期日）   

第１条 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。   

（経過措置）   

第２条 この条例による改正後の小金井市市税条例（以下「新条例」

という。）の規定は、平成２５年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し、平成２４年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。 

  

２ 平成２５年４月１日前に地方税法の一部を改正する法律（平成

２５年法律第３号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第１５条の９第１項に規定する耐震

基準適合住宅に係る耐震改修（当該耐震改修に要した費用の額が

３０万円以上５０万円以下のものに限る。）に係る契約が締結さ

れ、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例付則

第１９条第７項の規定の適用については、同項中「書類及び」と

あるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する

書類並びに」とする。 

   

   

 


